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   このたび、インフルエンザによる欠席者が相次いでいることから、下記の期間を

臨時休業とすることを決定致しました。生徒・保護者の皆さんは、引き続き基本的

な感染対策に努めてください。 

 

 

   １．臨時休業の期間 

     令和５年１１月２０日（月）午後から令和５年１１月２１日（火） 

 

   ２．休業中の過ごし方について 

   〇 休 業 期 間 中 は 不 要 な 外 出 を 控 え て 、 通 常 登 校 し て い る 時 間 帯       

（午前 8時 35 分～午後 3 時 30 分）は家庭学習とします。 

   〇咳や発熱といった体調不良がある場合には、速やかに医療機関に相談・受診

するなどの対応をお願いします。 

 

   ３．学校への連絡について 

医療機関を受診して、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの

第五類感染症に該当する診断結果となった場合には、必ず各クラス担任へ 

連絡してください。（学校代表番号にかけても繋がりにくい場合があります。） 

 

   ４．高知県健康政策部衛生環境研究所からの情報（参考） 

      県内のインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 

発生状況は右の QR コード、または以下の URL から確認 

できます。 

     https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/2023051100091.html  

 

以 上 


